
 
 

東北厚生局地域包括ケア推進意見交換会設置運営要領 
 

（名称） 
第１条 この要領は、東北厚生局において開催される地域包括ケア推進意見交換会(以    

下「意見交換会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。 
 
（目的） 
第２条 意見交換会は、東北厚生局管轄区域内の県及び市町村における地域包括ケア

システムの取り組みを支援し、もって持続可能な医療・介護保険制度の構築を推進

することを目的とする。 
 
（組織） 
第３条 意見交換会の構成員は、県の地域包括ケア担当課長、東北厚生局の健康福祉

部長、担当課長(健康福祉課長、地域包括ケア推進課長及び医事課長)及び座長が認

めた者とする。 
２ 構成員は、やむを得ない事情により意見交換会に出席できないときは、その代理

者を出席させることができる。 
 
（座長） 
第４条 意見交換会に座長を置く。 
２ 座長は、東北厚生局健康福祉部長が務める。 
 
（会議の公開等) 
第５条 会議資料及び議事概要については、東北厚生局のホームページに公開する。

ただし、会議において特に必要があると認めたときは、非公開とすることができる。 
 
（会議開催） 
第６条 意見交換会は、座長が招集する。 
２ 座長は、必要があると認めるときは、意見交換会に構成員以外の者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 
 
（庶務） 
第７条 意見交換会の庶務は、東北厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課において処

理する。 
 
附 則 

 （施行期日） 
 この要綱は、平成２８年５月３１日から施行する。 
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老発0331第15号

平成29年3月31日

各 地方厚生（支）局長 殿

厚生労働省老健局長

（公印省略）

平成２９年度における地域包括ケア推進課が行う

老健局関係の業務について（通知）

平成２９年度における地域包括ケア推進課が行う老健局関係業務について次のと

おり定めたので、通知する。

本通知は、各地域包括ケア推進課が行う地域包括ケアシステムの構築の支援に関

する基本的な業務の共通化を図ることを目的としており、本通知に記載のない業務

を行うことを妨げるものではない。

１ 地域包括ケア推進課が行う老健局関係業務の基本的な考え方

地方厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課及び四国厚生支局地域包括ケア推進

課（以下「推進課」という。）においては、各地方厚生（支）局の管内における

地域包括ケアシステムの構築の支援に関する業務及び地域包括ケアシステムの構

築に関する補助金等の交付に関する業務を行う。

地域包括ケアシステムの構築については、基礎自治体である市町村が中核的役

割を担っており、都道府県は、広域的な見地から市町村に対する支援を行う役割

を担っていることから、推進課は、都道府県の役割を尊重し、都道府県に対する

支援業務を行うことを基本とする。
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２ 平成２９年度における老健局関係の推進課の業務

平成２９年度は、地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の

完全実施後の初年度であり、また、包括的支援事業のうち、在宅医療・介護連

携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業については、完全実

施の前年度に当たる年であること、更に高齢者の自立支援と要介護状態の重度

化防止に向けた保険者機能の強化等の方向性も踏まえ、下記の取組を実施する

よう願いたい。

（１）地方厚生（支）局地域包括ケア推進本部の運営

地域包括ケアシステムの構築の支援については、地方厚生（支）局長の主導

の下、地方厚生（支）局内の他の部署からの支援も得ながら総合的に取り組む

ことが必要と考えられることから、各地方厚生（支）局に設置されている地域

包括ケア推進本部を開催し、自治体等の課題やその解決に資する支援方策の検

討等を行うことが望ましい。

（２）地方厚生（支）局の外部の関係者の意見等の聴取

地域包括ケアシステムの構築の支援を的確に実施するため、以下を参考に、

各地方厚生（支）局の実情に応じて外部の関係者の意見等を聴く場（以下「意

見交換会という。）を設けることが望ましい。

ア 外部の関係者の例

・都道府県

・政令指定都市

・中核市

・学識経験者

・保健医療福祉関係団体

イ 意見交換会の内容

・地域包括ケアシステムの関係者の課題等に関する意見交換等

・地方厚生（支）局が行う業務に関する意見交換等

（３）地域支援事業（（４）イに係る事業を除く。）に関する業務



ア 地域支援事業の実施状況の把握、助言、支援

市町村における地域支援事業（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

１１５条の４５に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。）の実施状況、

実施に当たっての課題等について、老健局と連携を図りながら、管内の都道

府県を通じて把握した内容及びイに示す地域支援事業交付金の交付に関する

業務を通じて把握した状況等を踏まえ、都道府県等に対する必要な助言及び

支援を行う。

イ 地域支援事業交付金の交付等

地域支援事業交付金（介護保険法第１２２条の２の規定に基づく交付金を

いう。）について、地域支援事業交付金交付要綱（平成２０年５月２３日厚

生労働省発老第０５２３００３号厚生労働事務次官通知）に基づく交付に当

たり、老健局と連携を図りながら、事前協議、交付申請、実績報告、交付額

の確定等の事務のうち、一定の事務を行う。

（４）認知症施策に関する業務

ア 認知症施策の普及・啓発

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）等の認知症施策について、

老健局と連携を図りながら、講演の実施、関係行事への積極的な参加等認知

症施策の普及・啓発に資する取組を行う。

イ 認知症施策に係る地域支援事業の実施状況の把握、助言、支援

地域支援事業のうち、認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進

員に関する事業（介護保険法第１１５条の４５第２項第６号の規定に基づく

事業をいう。）の実施状況、実施に当たっての課題等について、老健局と連

携を図りながら、管内の都道府県を通じて把握した内容及び（３）イに示す

地域支援事業交付金の交付に関する業務を通じて把握した状況等を踏まえ、

都道府県等に対する必要な助言及び支援を行う。

ウ 認知症施策に係る各種事業の実施状況の把握、助言、支援



若年性認知症支援の推進、市民後見人活動の推進等に資する取組の実施状

況、実施に当たっての課題等について、老健局と連携を図りながら、管内の

都道府県を通じて把握し、都道府県等に対する必要な助言及び支援を行う。

（５）地域医療介護総合確保基金（介護分）に関する業務

地域医療介護総合確保基金（地域における医療及び介護の総合的な確保の促

進に関する法律（平成元年法律第６４号）第６条に規定する基金をいう。）に

基づく事業（同法第４条第２項第２号ハ、ホ及びヘに規定する事業に限る。）

の管内都道府県における実施状況や課題等について、老健局と連携を図りなが

ら、当該基金の残高及び執行状況に係る調査や事業見込み量（所要額）に係る

調査等により把握し、都道府県に対する必要な助言及び支援を行う。

（６）地域包括ケアシステム等の普及・啓発

地域包括ケアシステムに関する施策について、老健局と連携を図りながら、

都道府県等が行う取組との関係に留意しつつ、講演の実施、関係行事への積極

的な参加等、これら施策の普及・啓発に資する取組を行う。

あわせて、老健局が地方厚生（支）局の区域等ごとにブロック会議、研修会

等を開催する場合においては、その企画立案段階から協力するとともに、開催

のための連絡調整、資料作成、運営等を行う。

（７）介護保険事業（支援）計画に関する進捗状況等の把握、助言、支援

介護保険事業（支援）計画（介護保険法第１１７条第１項及び第１１８条第

１項に規定する市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を

いう。）の作成に関する進捗状況、作成に当たっての課題等について、老健局

と連携を図りながら、管内の都道府県を通じて把握し、課題のある市町村及び

都道府県に関しては当該都道府県に対して必要な助言及び支援を行う。

３ 老健局の支援

老健局は、推進課が行う２の各業務に関して、推進課と相談しながら、企画立

案、情報の提供、資料の作成支援、助言等を行う。
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                                                         事 務 連 絡 

平 成 2 9 年 ５ 月 ９ 日 

 

 各都道府県介護保険主管課 御中 

 

厚生労働省老健局振興課 

（地域包括ケア推進係） 

 

 

平成２９年度における各種研修の実施について 

 

 

日頃より、介護保険行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

当課においては、平成 26 年の介護保険法改正で新たに地域支援事業に位置付けられ

た、「介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）」、「生活支

援体制整備事業」、「地域ケア会議」等の実施の促進を図り、地域包括ケアシステムの

構築を進めてきているところです。 

各都道府県でも、管下市町村に対し、これまで研修の実施等を通じて支援されてきた

ことと存じますが、下記のとおり、平成 28 年度に当課が実施した生活支援コーディネ

ーター指導者養成研修等の資料をまとめましたので、更なる市町村支援のため、今後都

道府県が行う研修などでご活用いただきますよう、よろしくお願いします。 

なお、当課が平成 28 年度に実施した、 

① 「総合事業担当者向けセミナー「介護予防・日常生活支援総合事業推進のための

ポイント解説」」 

② 「生活支援コーディネーター指導者養成研修」 

③ 「介護予防ケアマネジメント実務者研修」 

④ 「市町村職員を対象とするセミナー「地域ケア会議の推進について」」 

については、一定の開催実績に達したことなどから、今年度は同様の研修は行わない

こととしていますのでご承知おきください（ただし、必要に応じ、市町村職員を対象と

したセミナー等の開催を検討する場合があります）。 

追って、都道府県が、地域包括支援センター職員や生活支援コーディネーター等を対

象とした研修を実施する場合には、地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の

活用が可能ですので、必要に応じご検討ください。 

また、都道府県における研修等の企画・実施に際しては、各地方厚生（支）局が協力

できる場合もありますので、必要に応じ各地方厚生（支）局地域包括ケア推進課へご相

談下さい。 

 

 

 

 

 厚生労働省老健局振興課 

地域包括ケア推進係 

  TEL：03-5253-1111（内線3982、3986） 

FAX：03-3503-7894 



 

記 

 

 

１．生活支援コーディネーター指導者養成研修 

 （平成28年度生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）指導者養成研修） 

 ○ 平成28年９月から10月にかけて、生活支援コーディネーターを都道府県が養成するに

あたって、都道府県が行う養成研修の講師（指導者）となる人材として、都道府県から

推薦のあった者を対象として開催。 

 ○ 生活支援コーディネーターに期待される役割・機能や、高齢者の生活支援ニーズ等の

関する講義や、生活支援体制整備事業の取組事例の発表、取組のポイントをテーマとし

たパネルディスカッション等を行った。 

 ○ 研修資料 

   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139133.html 

 

２．介護予防ケアマネジメント実務者研修 

 （平成28年度地域包括推進事業「介護予防ケアマネジメント実務者研修」） 

 ○ 平成28年10月から11月にかけて、地域包括支援センター職員及び市町村職員等を対象

として開催。 

 ○ 介護予防・生活支援総合事業における多様なサービス等を活用した利用者の自立支援

に資するケアマネジメント手法を修得することを目的として、介護予防ケアマネジメン

トにおけるアセスメントに関する講義や、介護予防ケアマネジメントの演習を行った。 

 ○ 研修資料 ※都道府県での活用を念頭に、研修終了後、内容を一部改訂した 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163251.html 

 

３．地域ケア会議のポイント研修 

（第122回：市町村職員を対象とするセミナー「地域ケア会議の推進について」） 

 ○ 平成28年10月28日に市町村職員等を対象として開催。 

 ○ 地域ケア会議が持つ、個別課題の解決から政策の形成までの機能や、地域ケア個別会

議、地域ケア推進会議それぞれのポイントについての講義や、各自治体の事例紹介を行

った。 

 ○ 研修資料 

   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142223.html 

 

（参考） 

平成 28 年 9 月から 10 月にかけて開催した「総合事業担当者向けセミナー「介護予

防・日常生活支援総合事業推進のためのポイント解説」」の資料 

   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138958.html 

    ※総合事業実施までのプロセスに関する資料や自治体の取組事例紹介 



第18回
介護保険推進全国サミット

inいわぬま
開催日時：平成29年

10月５日(木)・６日(金)
会場：岩沼市民会館・岩沼市総合体育館

※当資料は現段階のものであり、開催に向けた調整等により変更があり得ます。

お問い合わせ
担当：宮城県岩沼市健康福祉部介護福祉課
住所：宮城県岩沼市里の杜三丁目４番１５号
電話：0223-24-3016

駐車場
600台

～地域共生社会推進サミットへの移行に向けて～

大会プログラム（予定）

１日目（10月５日木曜） ２日目（10月６日金曜）

10:00～12:00 震災から復興したコミュニティを巡る 9:30 開 場

開場

12：00

【岩沼市民会館大ホール】

オープニング（アトラクション）

各分科会

10:00～11:30

第1分科会
地域包括ケアシステムの推進

第2分科会
認知症の方が溶け込む地域づくり

第3分科会

これからのあるべきサービス像

開会式
13:30～13:50

主催者挨拶、来賓祝辞
昼食・休憩

11:30～13:00
郷土色の提供、物産展

基調講演
13:50～14:50

地域包括ケアシステムと介護保険
～これまでの歴史を振り返り、

2025年を展望する～

一般開放

12:30～

【岩沼市民会館大ホール】

入館フリー

パネル

ディスカッショ
ン

15:00～16:30

地域共生社会の実現を

目指す地域づくりとは

分科会報告
13:00～13:30

各分科会のコーディネーターが登壇、報告

報告会
16:40～17:40

震災復興過程における取組

（市民協働による「まち」づくり）

引継式
13:30～14:00

転ばぬ先の杖引継式 次回開催地ＰＲ

交流会
18:30～20:00

【参集殿】
アトラクション

特別講演
14:00～15:00

（仮）地域で普通に暮らす、これからの社会

会場内 ポスター展示や介護関連ブース設置 15:00 閉 会

駐車場
440台

岩沼市民会館
中央公民館
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